
税抜 245,000 円（税込 269,500 円）

① （1日目、2日目）

② （３日目、４日目）

6名

開催日

産業用ロボットを取り扱う業務に従事する場合には、労働安全衛生規則第 3 6 条 第 3 1 号
に 基づき、産業用ロボット特別教育を受講する必要があります。


